
「９条の会ごか」申し合わせ事項 

2008年 4月 20日 

 

１. 名 称  「９条の会ごか」 

２. 目 的  日本と世界の平和のために「９条の会ごか」アピール 

に賛同し、憲法９条を守る運動を進めます。 

３. 会 員  「９条の会ごか」の目的に賛同する個人を会員とします。 

４. 活 動  会員の自発性に基づく活動を尊重し、一人でも多くの方に、 

「９条の会ごか」アピールの普及活動に取り組みます。 

ニュースを発行し、情報を交換します。 

適宜学習会・行事等を持ちます。 

５. 運 営  世話人を置き、会の運営にあたります。 

世話人会には、会を代表する会長１名、副会長１名、 

及び事務局若干名を置きます。 

６. 財 政  会の財政は寄付金でまかないます。 


